
|
国
内
関
係
会
社
の
取
締
役
等
が
外
国
法
人
か
ら
付
与
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
権
利
行
使
に
よ
り
得
る
経

済
的
利
益
に
係
る
特
例
の
適
用
の
有
無

（「
有
」
に
印
を
付
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
別
紙
と
し
て
報
告
す
る
こ
と
）

î
有

î
無

上
記
で
「
有
」
に
印
を
付
し
た
場
合
、
新
株
予
約
権
を
付
与
し
た
外
国
法
人
の
基
本
情
報

{
名
称
：

|
国
・
地
域
：

}
住
所
：

~
代
表
者
名
：

�
資
本
金
：

�
国
内
関
係
会
社
と
の
資
本
関
係
：

_
特
許
料
及
び
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
の
軽
減
を
受
け
た
場
合
の
内
容

手
数
料
の
軽
減
額

円

手
数
料
の
免
除
額

円

納
付
の
猶
予
額

円

３
雇
用
実
績

\
各
事
業
年
度
に
お
け
る
研
究
開
発
事
業
に
常
時
使
用
し
た
従
業
員
の
数

（
単
位
：
人
）

計
画

（
年
月
～
年
月
）

実
績

（
年
月
～
年
月
）

従
業
員
数

従
業
員
数
の
う
ち
外
国
人
の
数

]
期
間
内
に
申
請
者
の
子
法
人
等
か
ら
国
内
関
係
会
社
に
受
け
入
れ
る
者
に
関
す
る
事
項

番号
{
氏
名
、
|
派
遣
す
る
法
人
で
の
役
職
・
主
な
役
割
、
}
受
け
入
れ
る
会
社
で
の
役
職
・
主
な
役
割
、
~

略
歴
、
�
期
間
内
に
お
け
る
派
遣
期
間

１~
子
法
人
等
か
ら
受
け
入
れ
た
者
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
ご
と
に
繰
り
返
し
欄
を
設
け
て
記
載
す
る
こ

と
。

^
雇
用
し
た
外
国
人
の
在
留
資
格
別
の
数

（
単
位
：
人
）

投
資
・
経
営
法
律
・
会
計

業
務

研
究

人
文
知
識
・

国
際
業
務

企
業
内
転
勤

永
住
者

そ
の
他

４
研
究
開
発
支
出
実
績

研
究
開
発
費

（
単
位
：
円
）

計
画

（
年
月
～
年
月
）

実
績

（
年
月
～
年
月
）

研
究
開
発
費

上
記
研
究
開
発
費
の
内
訳

＜
勘
定
科
目
名
＞

「
請
求
額
の
相
手
先
」

平成™›年˜—月š˜日 水曜日 (号外第™š�号)官 報

~

１
研
究
開
発
費
と
は
、「
研
究
開
発
費
等
に
係
る
会
計
基
準
」（
平
成
十
年
企
業
会
計
審
議
会
）
に
お
け
る
研
究
開
発
費

に
受
託
研
究
に
係
る
費
用
を
加
え
た
も
の
を
い
う
。
上
記
の
内
訳
は
、
添
付
す
る
損
益
計
算
書
の
勘
定
科
目
に
連
動

す
る
形
式
で
記
載
す
る
こ
と
。

２
勘
定
科
目
、
請
求
額
の
相
手
先
が
異
な
る
毎
に
繰
り
返
し
欄
を
設
け
て
記
載
す
る
こ
と
。

〇
内

閣

府
、
総

務

省
、
財

務

省
、

厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、

国
土
交
通
省
、
環

境

省

令
第
三
号

特
定
多
国
籍
企
業
に
よ
る
研
究
開
発
事
業
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）

第
二
条
第
四
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
三
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
統
括
事
業
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

総
務
大
臣

樽
床

伸
二

財
務
大
臣

城
島

正
光

厚
生
労
働
大
臣

三
井

辨
雄

農
林
水
産
大
臣

郡
司

彰

経
済
産
業
大
臣

枝
野

幸
男

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

環
境
大
臣

長
浜

博
行

統
括
事
業
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
命
令

（
新
た
な
事
業
の
創
出
及
び
就
業
の
機
会
の
増
大
を
も
た
ら
す
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
事
業
の
内
容
）

第
一
条

特
定
多
国
籍
企
業
に
よ
る
研
究
開
発
事
業
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二

条
第
四
項
の
新
た
な
事
業
の
創
出
及
び
就
業
の
機
会
の
増
大
を
も
た
ら
す
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
と
し
て
主
務
省

令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

資
本
金
の
額
が
一
億
円
以
上
の
会
社
を
設
立
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
事
業
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
施
設
の
整
備
及
び
高
度
な
知
識
又
は
技
術
を
有
す
る
人
材
の
確
保
そ
の
他

の
措
置
を
行
う
た
め
に
、
前
号
に
掲
げ
る
会
社
を
設
立
す
る
特
定
多
国
籍
企
業
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
多
国
籍
企
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
総
株
主
等
の
議
決
権
（
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
親
法
人
」
と
い
う
。）、
当
該
特
定
多

国
籍
企
業
、
当
該
特
定
多
国
籍
企
業
が
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
法
人
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
子
法
人
」
と
い
う
。）又
は
当
該
特
定
多
国
籍
企
業
及
び
親
法
人
が
合
算
し
て
そ
の
総
株
主
等
の
議

決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
法
人
（
当
該
特
定
多
国
籍
企
業
及
び
子
法
人
を
除
き
、
当
該
特
定
多
国
籍
企
業

が
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
一
部
を
保
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。）の
出
資
に
よ
り
、
内
国
法
人
（
国
内
に
本

店
又
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
で
あ
っ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
会
社
、
前
号
に
掲
げ
る
会
社
が
そ
の
総
株
主

等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
会
社
、
当
該
特
定
多
国
籍
企
業
、
子
法
人
、
子
法
人
が
そ
の
総
株
主
等

の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
孫
法
人
」
と
い
う
。）、
孫
法
人
が
そ
の
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